
資料２ 

在宅勤務時の業務遂行の管理、勤務時間制度面での

対応について 

 

 

 在宅勤務時の業務遂行の管理、服務規律の確保の在り方についてどのよう

に考えるか。 

 

○ 在宅勤務については、従来の職場における勤務では想定されなかった、 

・管理者の現認による時間管理ができないこと 

・管理者が直接相対して、職務遂行状況の監督、業務の指示をすることがで

きないこと 

・勤務時間と日常生活時間が混在する可能性が高い働き方であること 

といった特徴があるが、この点を踏まえ、在宅勤務時の勤務時間管理・業務

管理面でどのような対応が求められるか。 

 

・在宅勤務は、一般に、職場で勤務する場合よりも、高い業務遂行能力や

自己管理能力が必要（職員が自律的に職務を遂行し、服務面でも自己規

律を行うことが前提）。 

 

・むしろ、自立的な業務処理が可能な業務を切り出して実施すること、働

いた時間ではなく仕事の成果に基づいた業務管理、評価に切り替えてい

くこと、過去の勤務実績等から服務上の問題を起こさずに自律的に勤務

できると認められる者に限って認めること、等を前提に考えるべきか。 

 

○ また、以下の点についてはどのように考えるか。 

 

・在宅勤務時の職務と私的行為との区分けに関する服務規律の在り方をど

のように考えるか。職場勤務においても、常識的な範囲内であれば実際

上問題とされないもの（喫煙など）があるが、私生活を営む場である自

宅で勤務をすることから在宅勤務時には日常的に想定されるような行為

（例えば、在宅勤務時の仕事の合間に、帰宅した小学生の子どもに話し

かけておやつを出すこと、など）については、服務規律面でどのように

考えるべきか。 

 

・職場勤務時と在宅勤務時とで服務規律の在り方が異なるということはあ

り得るか。 

 

・民間企業においては、勤務時間中の職務と私的行為との区分けについて、

一般に、どのように整理しているのか。また、職場勤務と職場外勤務時

で、考え方が異なるということはあるか。 

 



 

 在宅勤務を念頭に置いた場合、今後、どのような方向での勤務時間制度面

での対応が求められるか。 

 

○ 現在の公務における在宅勤務は試行的、部分的であることもあり、勤務時

間管理は、通常の職場勤務時と同一の勤務時間制度を適用。 

 

 

  在宅勤務時に実施する業務内容については、実施頻度が週 1回程度とそれ

ほど多くないこともあって、在宅勤務を行う者が自らの業務から在宅勤務に

適した業務を切り出し、かつ、管理者があらかじめ業務内容を指示すること

により、実際上行われている。また、在宅勤務者は在宅勤務時の業務の進捗

状況についてメールや電話を活用して職務遂行状況を管理者に報告し、管理

者はこれに対して必要に応じ指示をするという形で、業務遂行の管理が行わ

れるのが一般的。 

 

 

○ テレワークは、「従来の定まった場所で定められた時間働くという考え方

から離れて、効率や成果が最も高まるような場所と時間を選択して、ＩＴを

活用して仕事をすること」であり、その性質上、場所の自由度を高めるだけ

でなく、時間の面での柔軟性を高めるという方向性を内在する。 

 

○ 在宅勤務も念頭に置いた勤務時間制度面の対応として、大まかに以下の 3

つの方向があり得るが、どのように考えるか。 

 

① 通常の勤務時間制度を前提に在宅勤務時における特例的制度を導入 

 （労働基準法第 38 条の 2の「事業場外労働のみなし労働時間制」のよう

な特例的制度の導入 ほか） 

 

② 新たなフレックスタイム制を導入し、在宅勤務対象者にも適用 

 

③ 時間管理をしない裁量的な勤務時間制度の導入 

 

成果の管理がどのように行われるようになるか、ということとの関係

もある。 

 

○ また、公務では、集団としての成果・規律を重視する伝統的な組織観・仕

事観に基づいた働き方・マネジメントを行っているところがほとんどである

ため、個人に時間管理をまかせる方向での見直しはなじまないのではないか、

組織のマネジメントや秩序維持の観点から慎重に対処すべきではないかと

の意見もある。このような意見や、今後の公務組織の在り方、公務の特殊性

を踏まえた場合、上記のような柔軟な勤務時間制度の導入は適切といえるか。 

 



○ さらに、在宅勤務時は、軽い気持ちで勤務時間外に業務を行うことが起こ

りやすいと言われるが、超過勤務の抑制のためにどのような措置が求められ

るか。 



 

 育児、介護目的の在宅勤務に特化して勤務時間制度面での対応をすることは必

要か。自宅に子どもや要介護者を置いて育児又は介護しつつ職務に専念するよう

なことがどこまで現実に可能か。 

 

○ 育児や介護は、職員がライフステージに応じた柔軟な働き方を必要とする

重大な事情の一つ。在宅勤務を活用して育児や介護をしたいという職員のニ

ーズはあると考えられる。 

 

○ 育児や介護については、短時間勤務や休業制度など、別の制度上の手当も

なされているとともに、育児や介護をしながら在宅勤務をして十分に職務を

遂行できるのかという問題がある。（今までの研究会における議論でも、育

児をしながら仕事をするというのは現実的ではない、保育園に預けるなど別

途保育の手立てが必要との意見も出されているところ） 

 

  子どもが小学生になっている場合など日常的には手がかからなくなって

いる場合や、軽い介護の場合など、育児・介護であってもそれに専念する必

要がないときは、在宅勤務者以外に子どもや要介護者の世話をする人がいな

くても、在宅で職務を遂行できる場合もあるのではないか。 

 

○ 以上のような点を踏まえ、育児、介護目的の在宅勤務に特化した勤務時間

制度面での対応をすることについて、どのように考えるか。 

 

（研究会における委員の主な意見） 

 

 育児や介護をしながら在宅勤務をしたいというニーズは強く、テレワー

クが非常に重要 

 

 ニーズがあるかどうかが第一であり、育児介護に限定する必要はないの

ではないか。 

 

 育児介護については、在宅勤務よりも短時間勤務の方がニーズが大きい

のではないか。 

 

 育児・介護から入るのであれば相当進んだ制度をもってきて、民間をリ

ードしていくのだというメッセージを打ち出さないと、何をいまさらとい

うことになってしまうのではないか。 

 

 育児をしながら仕事をするというのは現実的ではない。保育園に預ける

など、別途、保育の手立てが必要。 

 

 ワークライフバランスのためのテレワークという観点からは現状の施

策でも有効であると思うが、育児や介護の両立という観点から考えると、



保育園への送迎が難しい方や延長保育をしてもらっている状況の方が利用

する場合は、勤務時間をある程度柔軟にしないと使い勝手は良くないので

はないか。 
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